
日 程 発 言 者 発　　言　　の　　要　　旨

開会宣言　　　　
（午前１０時
００分）

議 長    ただ今の出席委員は１１名です。
   定足数に達しておりますので、これより第７回真狩村農業
委員会総会を開会します。

議 長    日程１.会議録署名委員の指名について。
   会議録署名委員は、２番山田建一君、３番野村秀幸君の
両名を指名します。

議 長    日程２.会期の決定について。
   会期については、本日１日限りとしてよろしいでしょうか。
   お諮りします。

（異議なしの声）

議 長    それでは、会期は本日１日限りと決定します。

議 長    日程３.諸報告について。
   事務局より報告願います。
   事務局長。

事務局長 事務局長報告

議　事　の　経　過



議 長 　 日程４．議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通
知のあった合意解約の成立状況の確認について」を議題とし
ます。
   この議案については、近石公夫委員が真狩村農業委員会
会議規則第２７条の規定に該当しますので、退席願います。

＜近石公夫委員退席後＞

　 事務局から内容の説明を求めます。
　 事務局長。

事務局長 議案第１号を説明朗読

議 長    ただいま議案第１号について説明がありましたが、質疑は
ありませんか。

（なしの声）

議 長    質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知のあっ
た合意解約の成立状況の確認について」は、原案のとおり決
定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長    異議なしと認めます。
   議案第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知のあっ
た合意解約の成立状況の確認について」は原案のとおり決
定とします。

議 長    近石公夫委員は会議に復帰してください。

＜近石公夫委員復帰後＞



議 長    日程５．議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請
について」の番号１及び番号３から番号５を議題とします。
   事務局から内容の説明を求めます。
   事務局長。

事務局長 議案第２号の番号１及び番号３から番号５を説明朗読

議 長    ただいま議案第２号の番号１及び番号３から番号５につい
て説明がありましたが、質疑はありませんか。

（なしの声）

議 長    質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい
て」の番号１及び番号３から番号５は、原案のとおり決定する
ことにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長    異議なしと認めます。
   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい
て」の番号１及び番号３から番号５は原案のとおり決定としま
す。

議 長 　 続いて、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請
について」の番号２を議題とします。
   この議案については、近石公夫委員が真狩村農業委員会
会議規則第２７条の規定に該当しますので、退席願います。

＜近石公夫委員退席後＞

　 事務局から内容の説明を求めます。
　 事務局長。



事務局長 議案第２号の番号２を説明朗読

議 長    ただいま議案第２号の番号２について説明がありましたが、
質疑はありませんか。

（なしの声）

議 長    質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい
て」の番号２は、原案のとおり決定することにご異議ありません
か。

（異議なしの声）

議 長    異議なしと認めます。
   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請につい
て」の番号２は原案のとおり決定とします。

議 長    近石公夫委員は会議に復帰してください。

＜近石公夫委員復帰後＞

議 長    日程６．議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１
項の規定による農用地利用集積計画の決定について」の番
号１から番号３を議題とします。
   事務局から内容の説明を求めます。
   事務局長。

事務局長 議案第３号の番号１から番号３を説明朗読

議 長    ただいま議案第３号の番号１から番号３について説明があ
りましたが、質疑はありませんか。



（なしの声）

議 長    質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号１から
番号３は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長    異議なしと認めます。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号１から
番号３は原案のとおり決定とします。

議 長    続いて、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第
１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」の番
号４を議題とします。
   この議案については、髙倉正志委員が真狩村農業委員会
会議規則第２７条の規定に該当しますので、退席願います。

＜髙倉正志委員退席後＞

　 事務局から内容の説明を求めます。
　 事務局長。

事務局長 議案第３号の番号４を説明朗読

議 長    ただいま議案第３号の番号４について説明がありましたが、
質疑はありませんか。

（なしの声）



議 長    質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号４は、
原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長    異議なしと認めます。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号４は原
案のとおり決定とします。

議 長    髙倉正志委員は会議に復帰してください。

＜髙倉正志委員復帰後＞

議 長    続いて、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第
１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」の番
号５を議題とします。
   この議案については、私が真狩村農業委員会会議規則第
２７条の規定に該当しますので、退席いたします。

＜金丸勝会長退席後＞

議 長
（影山代理）

   この議題につきましては、私、影山が議長を務めさせてい
ただきます。
   事務局から内容の説明を求めます。
　 事務局長。

事務局長 議案第３号の番号５を説明朗読

議 長
（影山代理）

   ただいま議案第３号の番号５について説明がありましたが、
質疑はありませんか。



（なしの声）

議 長
（影山代理）

   質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号５は、
原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長
（影山代理）

   異議なしと認めます。
   議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規
定による農用地利用集積計画の決定について」の番号５は原
案のとおり決定とします。

議 長
（影山代理）

   金丸勝会長は会議に復帰してください。

＜金丸勝会長復帰後＞

閉会宣言
（午前１０時
４５分）

議 長    以上をもって、今総会に提出したすべての議案について決
定いただきましたので、これで第７回真狩村農業委員会総会
を終了します。

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。

　議　  長　　　金　丸　　勝

　署名委員　　　山　田　建　一

　署名委員　　　野　村　秀　幸


